
【コーポレート・ガバナンス体制（模式図）】 

 

 

 

 

【適時開示体制の概要】

各部門

決定事実・決算情報・発生事実等

適時開示担当部門

情報管理責任者： 管理担当役員

＜開示の要否、時期、方法、内容(文書)等の確認＞

報告・連絡

取締役会

上程

取締役会決議が必要なもの

情報管理責任者（管理担当役員）

承認

情報開示

代表取締役

報告

左記以外

承認


